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平成２４年１２月 

                                                          岡山市事業者指導課 

平成２５年度介護職員処遇改善加算の算定について

平成２５年度介護職員処遇改善加算の算定にあたっては、以下の手続きをお願い

します。

 なお、岡山市においては、事業者の事務負担を軽減するため、事業所単位ではな

く、法人単位で書類を作成し提出することが可能です。（処遇改善交付金の取り扱

いと同様です。） 

※ 手続きの詳細については、平成２４年度集団指導時に説明を行います。また、

 提出書類の様式は、岡山市事業者指導課ホームページからダウンロード可能です。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00004.html

※ 障害福祉サービス事業所を対象とした、福祉・介護職員処遇改善加算については、 

以下の手続きは適用されませんので、ご留意願います。

１．提出期限について

 （１）平成２４年度において、介護職員処遇改善加算を算定している事業者

   下記３＜提出書類＞を平成２５年２月２８日（木）までに提出すること。

 （２）平成２４年度において、介護職員処遇改善加算を算定していない事業者 

あるいは、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更（キャリアパス要件等の 

適合状況ごとに定める率が変動する場合等）がある事業者

   下記３＜提出書類＞に加えて、他の加算と同様に、

    ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

    ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

   を、新たに算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出すること。

２．提出先について

 提出書類の提出先は、介護サービス事業所の指定権者になります。

 岡山市内に介護サービス事業所がある事業者

⇒ 岡山市保健福祉局事業者指導課

      〒７００－０９１３ 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階

＜ 注  意 ＞ 

  ※ 岡山市以外にも介護サービス事業所がある事業者については、他の指定権者に

   も手続きが必要です。岡山市以外の指定権者への提出方法、提出部数については、

   各指定権者へご確認ください。
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３．提出書類について

※ 介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）を法人単位で作成する場合は、法人単位

   での＜提出書類＞を各１部提出してください。

   （事業所単位で提出する必要はありません。） 

＜提出書類＞ （※のある書類は記入例あり） 

□ 介護職員処遇改善加算届出書チェックリスト

□ 介護職員処遇改善加算届出書 （別紙様式３、４）

   届出をする介護サービス事業所が１つの場合 →（別紙様式３）

   届出をする介護サービス事業所が複数の場合 →（別紙様式４）

□ 介護職員処遇改善計画書 （別紙様式２）※

   加算の見込額や賃金改善の見込額等を記載する書類になります。全ての介護職員に 

   周知した上で、指定権者へ提出して下さい。

□ 介護職員処遇改善計画書（事業所一覧表）（別紙様式２（添付書類１））※

   介護職員処遇改善加算届出書を（別紙様式４）で提出する場合のみ。

□ 介護職員処遇改善計画書（都道府県状況一覧表）（別紙様式２（添付書類２））

   届出をする法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有するものである場合 

   のみ。 

□ 介護職員処遇改善計画書（市町村一覧表）(別紙様式２（添付書類３））※

   届出をする法人が有する介護サービス事業所の指定権者が、複数である場合のみ。

□ 就業規則（給与規程）

       賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則と別に作成している場合

      には、それらの規程（給与規程）を含む。 

介護職員の処遇に関する内容について、平成２４年度介護職員処遇改善届出書の提

出時（あるいは変更届提出時）からの変更がない場合は、申立書（参考様式１）を提

出することにより、就業規則（給与規程）の提出を省略することが可能。

□ 申立書 （参考様式１）

   ・就業規則を作成する義務がなく、かつ、作成していない場合。

   ・就業規則（給与規程）の提出を省略する場合。（上記下線部参照）

□ 労働保険に加入していることが確認できる書類（いずれか１つ）

      ・労働保険保険関係成立届の写し

   ・労働保険概算・確定保険料申告書の写し

   ・直近の保険料納入通知書（領収書）の写し

   ・労働保険料納入証明書 等

-2-



＜提出書類（つづき）＞ （※のある書類は記入例あり）

□ 誓約書 （参考様式２） 

□ 申立書 （参考様式３） 

キャリアパス要件等届出書を既に提出済みの事業者で、キャリアパス要件等の適合

状況に変化がない場合は、この申立書を提出することにより、以下の書類を省略でき

ます。  平成２４年度において、介護職員処遇改善加算を算定していない事業者、

あるいは、キャリアパス要件等に関する適合状況に変更がある事業者については、以

下の書類を提出して下さい。

□ キャリアパス要件等届出書チェックリスト

□ キャリアパス要件等届出書 （別紙様式６）※

   「キャリアパス要件」及び「定量的要件」２つの要件を満たすかを確認する書類で

   す。   

※いずれか一方の要件を満たさない場合は加算の単位数が１０％減、２つとも要件 

を満たさない場は２０％減となります。

□ 資質向上のための計画 （任意様式）

   キャリアパス要件等届出書（１）のⅡの⑥のアを選択した場合のみ。

４．その他の留意事項 

   基本的には、従前の介護職員処遇改善交付金と同様の取扱いになりますが、以下の点

について、ご留意願います。

 ①介護職員処遇改善加算の単位数の計算方法について

（ア）介護報酬総単位数×（イ）サービス別加算率×（ウ）キャリアパス要件適合 

状況ごとに定める率＝処遇改善加算単位数（１単位未満の端数は四捨五入）

    ※（ア）はサービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた１ヶ月あたりの 

      総単位数

    ※（ウ）は交付金時と同様に、キャリアパス要件等にかかる減算率（２つの要件 

      を満たせば、減算はなし）

    ※ 区分支給限度基準額の算定対象からは除外

       ※ 計算にあたっては、下記介護給付費明細書の記載例を参考にしてください

http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/29273aaf8bbc6543492579ad0033dfd1/$FILE/20120223_1shiryou8.pdf

   ②介護報酬の扱いとなるため、利用者負担が発生すること

     介護報酬の改定と併せ、重要事項説明書等により利用者へ説明及び同意を得る必 

    要があります。
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   ③算定にあたっては、従来の交付金による賃金改善の水準を維持すること

     本加算は介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、当 

    該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従 

事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。

   このため、当該交付金の交付を受けていた事業者は、原則として当該交付金によ 

  る賃金改善の水準を維持することが求められます。

      ※ サービス別加算率その他必要な事項は、岡山県平成２３年度集団指導資料

    【全サービス共通】の１４ページから２４ページを参照のこと。

http://www.pref.okayama.jp/page/265716.html

 ※ 上記の記載事項については、岡山市内の介護サービス事業所に関する

  取り扱いです。

岡山市外の介護サービス事業所については、取り扱いが異なる場合が

ありますので、必ず該当する指定権者にお問い合わせください。

 ※ 指定権者について

    ・岡山市内の介護サービス事業所 ⇒ 岡山市

   ・倉敷市内の介護サービス事業所 ⇒ 倉敷市

   ・新見市内の介護サービス事業所 ⇒ 新見市

   ・上記以外の介護サービス事業所 

（地域密着型サービス以外）⇒ 岡山県 

      （地域密着型サービス）  ⇒ 各市町村
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５．変更の届出について  

   介護職員処遇改善加算の算定にあたって提出した介護職員処遇改善加算届出書、 

介護職員処遇改善計画書、計画書添付書類並びにキャリアパス要件等届出書の内容 

に変更（次の(1)～(5)のいずれかに該当する場合に限る。）がある場合には、変更 

の届出を行う必要があります。  

  ※(1)、(3)、(4)については、変更後１０日以内に提出してください。 

※(2)、(5)については、変更後の介護職員処遇改善加算について、算定を受けようと 

する月の前々月の末日までに提出してください。 

変更内容 提出書類

(1) 会社法による吸収合併、新設合併等により 

介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更 

となる場合

・変更届出書（別紙様式７）

・登記事項証明書等

・合併までの賃金改善実績がわ

かる書類等

(2) 新規指定等に伴い、介護サービス事業所の 

追加を行う場合 

・変更届出書（別紙様式７）

・指定通知書（写）又は

指定申請書（写）

※記入例あり

(3) 介護サービス事業所を廃止した場合 ・変更届出書（別紙様式７）

・廃止届受理通知書（写）

(4) 就業規則を改正（介護職員の処遇に関する 

内容に限る。）した場合

・変更届出書（別紙様式７）

・就業規則

※記入例あり

(5) キャリアパス要件等に関する適合状況に変 

更（キャリアパス要件等の適合状況ごとに 

定める率が変動する場合等）がある場合 

・変更届出書（別紙様式７）

・キャリアパス要件等届出書

 （別紙様式６）
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Ⅰ　提出書類（※については、該当事業者のみ）

１部

１部

１部

Ⅱ　キャリアパス要件等届出情報

 A　申立書（参考様式３）を提出する　
 B　キャリアパス要件等届出書（別紙様式６）等を提出する　
 C　Ａ・Ｂいずれも提出しない　→　減算　

Ⅲ　H２４年度介護職員処遇改善加算届出情報（※1が「なし」の場合は、2、3、4の記入は不要）

Ⅳ　確認項目

※岡山市使用欄

16　提出・証明者は、申請書記載の法人・代表者名と一致しているか
15　職員への周知証明（代表者印の押印）がされているか

8　提供するサービス欄（一覧表の場合は「サービス名」欄）に記載され
　ているのは、処遇改善加算の対象サービスか

１部

１部
1　介護職員処遇改善加算届出書（別紙様式３又は４） １部

7　複数事業所をまとめた計画とする場合は、事業所の名称・所在地に
　「別紙一覧表による」との記載があるか（添付書類１の添付があるか）

不備事項等チェック欄
岡山市

不備事項等チェック欄

18　賃金改善所要見込額の合計が、計画書の②と一致しているか
　（県外に事業所がある場合は、添付書類２の岡山県欄と一致しているか）

　ア　あり　　　イ　なし
岡山市

平成　　　年　　　月～平成　　　年　　　月

対象事業所・サービスの増減　　ア　あり　　　イ　なし4　今回届出との比較

1　H２４年度加算届出

法人名

様　　 式　 　名 事業者

  　※計画書（事業所一覧表）（別紙様式２（添付書類１））　
  　※計画書（都道府県状況一覧表）（別紙様式２（添付書類２）） １部

平成２５年度介護職員処遇改善加算届出書チェックリスト

担当者名・電話番号 　　　　　－　　　－

◎　このチェックリスト １部

2　介護職員処遇改善計画書(別紙様式２）

備　　　考区　　　分

4　年度の記載があるか
処遇改善計画書　（別紙様式２）

2　日付、年度の記載があるか
3　事業所名、事業所番号、サービス名が、処遇改善計画書の記載と
　一致しているか（※別紙様式３使用の場合）

6　主たる事務所の所在地に記載があるか

1　届出書への押印（代表者印）があるか

3　その加算の種類 　ア　加算Ⅰ　　　イ　加算Ⅱ　　　ウ　加算Ⅲ　　

届出書　（別紙様式３又は４）

5　事業者・開設者は、申請書記載の法人名と一致しているか

事業者確　　認　　事　　項

17　加算の見込額の合計が計画書の①と一致しているか
（県外に事業所がある場合は、添付書類２の岡山県欄と一致しているか）

9　②賃金改善所要見込額が①加算の見込額を上回っているか

4　労働保険加入確認書類

    ※計画書（市町村一覧表）（別紙様式２（添付書類３））　
3　就業規則（給与規程）　あるいは　申立書（参考様式１）

13　⑤の賃金改善の方法欄は、改善する給与項目・金額、実施時期、
　　一人当たり月平均賃金改善見込額を含め具体的に記載されているか

11　④賃金改善実施期間は、H２４年度加算の賃金改善実施期間
　　（上記Ⅱの2の期間）と重複していないか。

補正結果 最終確認補正依頼２次ﾁｪｯｸ者

10　③の項目のうち、⑤記載の方法と合致するものに○があるか

受付年月日 補正依頼

受付番号

　年　　月　　日 補正結果１次ﾁｪｯｸ者

2　その賃金改善実施期間

※処遇改善計画書（市町村一覧表）　　　　 （別紙様式２（添付書類３））

12　④の月数は、加算の算定月数と一致しているか
　　（４月から算定する場合は１２か月間）

14　(2)賃金改善以外の処遇改善事項に1つ以上○が記されているか

5　誓約書　（参考様式２） １部

岡山市

事業者記入欄

キャリアパス要件等に関する届出（A・B・Ｃ いずれかに○をつけてください↓）

 　 ＜申立書は就業規則未作成又は提出を省略する場合に提出＞
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別紙様式２ 

介護職員処遇改善計画書(平成２５年度届出用) 記入例

事業所等情報  介護保険事業所番号 

フリガナ ﾏﾙﾏﾙ ｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ
事業者・開設者 

名  称 ○○介護サービス株式会社 

 〒700-0913
都・道

岡山 府・県 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階
 主たる事務所の 

 所在地  電話番号  ０８６－０００－００００ FAX 番号  ０８６－０００－００００ 

フリガナ
事業所等の名称 

名  称 別紙一覧表による 

提供する

 サービス

 〒 
都・道
府・県

事業所の所在地 

 電話番号  FAX 番号  

※事業所等情報については、複数の事業所ごとに一括して提出する場合は「別紙一覧表による」と記載すること。 

(1) 賃金改善計画について(本計画に記載された金額については見込みの額であり、申請時以降の運営状況(利用者数等)、 
人員配置状況(職員数等)その他の事由により変動があり得るものである。) 

① 平成２５年度介護職員処遇改善加算の見込額(総額) ３，２００，０００  円

② 賃金改善所要見込額(総額) ３，６００，０００ 円

※②については、法定福利費等の賃金改善に伴う増加分も含むものとする。
※他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は添付書類２及び添付書類３を添付すること。

賃金改善の方法について

③  賃金改善を行う給与項目 
基本給、［ 夜 勤 ］手当、［   ］手当、［   ］手当、賞与(一時金) 
その他（                             ） 

 ④  賃金改善実施期間 平成２５年 ６月 ～ 平成２６年 ５月   

※ ④については原則各年４月～翌年３月までの連続する期間を記入すること。なお、当該期間の月数は加算の対象月数を超えてならない。 

 賃金改善を行う方法(一人当たりの平均賃金改善月額等についても可能な限り具体的に記載すること。なお、当該改善額は見込みかつ 

 全体の平均で、法定福利費等の増加額も含み、税引き前であるため、実際の個々人の手取り額とは必ずしも一致しない。） 

介護職員の基本給を、月額１４，０００円引き上げる。（平成○○年○○月～） 

介護職員の夜勤手当を１日(回)につき、１，０００円引き上げる。（平成○○年○○月～） 

以上により、介護職員一人当たりの平均賃金を月額１５，０００円改善する。 

⑤ 

 (任意記載事項)賃金改善前の状況について記載されたい。 

⑥ 
介護職員賃金総額 
(月額平均)     ４，４００，０００

円 ⑦
一人当たり介護職員 
賃金額(月額平均)     ２２０，０００

円 

 (2) 賃金改善以外の処遇改善について（別紙様式６を作成している場合、記載を省略できる。）

平成 21年４月以降に実施した(又は実施予定の)事項について必ず１つ以上に○をつけること。 

処遇全般 
 賃金体系等の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入 
 昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減 
 その他(                                       )

教育・研修 
人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置
能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映
その他( ) 

職場環境 

出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等
健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、分煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
その他( ) 

その他 

 上記については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。 

                                         平成２５年 ２月２２日  (法 人 名) ○○介護サービス株式会社

                                                               (代表者名)    代表取締役 岡山 一郎 印

事業所が１つの場合は、介護保険事業所番号

事業所等の名称、サービス、所在地等を記入

必ず①＜②とすること。

同額は不可。

平成２４年度処遇改善加算の賃金

改善実施期間と重複しないこと。
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(1)
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(1)
( )
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別紙様式６ 
キャリアパス要件等届出書（平成２５年度分） 記入例

事業所等情報 介護保険事業所番号

フリガナ  ﾏﾙﾏﾙ ｶｲｺﾞｻｰﾋﾞｽ ｶﾌﾞｼｷｶﾞｲｼｬ 
事業者・開設者

名  称  ○○介護サービス株式会社 

フリガナ
事業所等の名称

名  称 別紙一覧表のとおり 

提供する
サービス

 キャリアパスに関する要件について
（※）Ⅰを選択する場合は太枠内に、Ⅱを選択する場合は二重線枠内に記載すること。

次の内容についてあてはまるものに○をつけること。（Ⅰ・Ⅱのいずれかに該当していれば本要件を満たす。）

Ⅰ  次の①から③までのすべての要件を満たす。
 ① 職員の職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件を定めている。
 ② 職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系について定めている。
 ③  就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、すべての介護職員に周知している。

  該当 ・ 非該当

Ⅱ  次の④から⑥までのすべての要件を満たす。 該当 ・ 非該当

（要件Ⅱについて）上記①から③までのすべての要件に該当しない場合、次の事項について記載すること。

④ ①から③までの要件をすべて満
たすことのできない理由 

例：少人数の事業所であり、ポストが限られていることからキャリアパスの概念を賃金 
 体系にあてはめることが困難

⑤ 介護職員との意見交換を踏まえ
た資質向上のための目標 

例：利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、介護職員が技術・能力 
 の向上に努めること。

ア 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施するとともに、介

護職員の能力評価を行う。 

⑥ ⑤の実現のための具体的な取り

組みの内容 

（いずれかに○をつけること。

） イ 資格取得のための支援の実施 ※当該支援の内容について下記に記載すること 

(例：研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用（受講料等）の援助)

（注）⑥のアを選択した場合、本書に資質向上のための計画を添付すること。 → 計画書（任意様式）を添付

 平成２１年４月介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件について
  （※）太枠内に記載すること。

① 平成２０年１０月から現在までに実施した事項について必ず１つ以上に○をつけること（ただし、記載するにあたって は、選

択したキャリアパスに関する要件で求められている事項と明らかに重複する事項を記載しないこと。）

処遇全般 賃金体系等の人事制度の整備 ・ 非正規職員から正規職員への転換 ・ 短時間正規職員制度の導入
昇給又は昇格等の要件の明確化 ・ 休暇制度、労働時間等の改善 ・ 職員の増員による業務負担の軽減
その他(                                       )

教育・研修 人材育成環境の整備 ・ 資格取得、能力向上のための措置
能力向上が認められた職員への処遇、配置の反映
その他(                                       )

職場環境 出産、子育て支援の強化 ・ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化
事故、トラブルへの対応マニュアル等の作成 ・ 介護補助器具等の購入、整備等
健康診断、腰痛対策、こころの健康等の健康管理面の強化 ・ 職員休憩室、分煙スペース等の整備
労働安全衛生対策の充実 ・ 業務省力化対策
その他(                                       )

その他

② ①に要した費用の概算額について

 主たる経費の名称（例：委託費、人件費、物品購入費等） 例：人件費、備品購入費 

 平成20年10月から現在までに要した費用の額 ３００，０００ 円 

上記については、雇用するすべての介護職員に対し周知をしたうえで、提出していることを証明いたします。

                                         平成２５年 ２月２２日  (法 人 名) ○○介護サービス株式会社

                                                               (代表者名)   代表取締役 岡山 一郎 印

事業所が１つの場合は、介

護保険事業所番号、事業所

等の名称、提供するサービ

スを記入すること。
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平成２４年１２月 

                                                          岡山市事業者指導課 

平成２４年度介護職員処遇改善加算の実績報告について

平成２４年度介護職員処遇改善加算の実績報告にあたっては、以下の手続きをお

願いします。

※ 手続きの詳細については、平成２４年度集団指導時に説明を行います。また、

 提出書類の様式は、岡山市事業者指導課ホームページからダウンロード可能です。

http://www.city.okayama.jp/hohuku/jigyousyasidou/jigyousyasidou_00004.html

※ 障害福祉サービス事業所を対象とした、福祉・介護職員処遇改善加算については、 

以下の手続きは適用されませんので、ご留意願います。

１．提出期限について

  各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員 

処遇改善実績報告書を提出する必要があります。 

したがって、平成２５年３月サービス提供分は、５月支払となるため、２か月後の 

７月末日までに、実績報告書を提出する必要があります。 

→ 平成２４年度分については、平成２５年７月末日までに提出してください。

※ 実績報告は、介護職員処遇改善加算の算定要件となっており、実績報告書の提出がな

い場合には、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となりますので、

実績報告書は必ず提出してください。

また、年度途中での事業終了などの際も適切に処理されますようご注意ください。

２．提出先について

 提出書類の提出先は、介護サービス事業所の指定権者になります。

 岡山市内に介護サービス事業所がある事業者

⇒ 岡山市保健福祉局事業者指導課

      〒７００－０９１３ 岡山市北区大供三丁目１番１８号 ＫＳＢ会館４階

＜ 注  意 ＞ 

  ※ 岡山市以外にも介護サービス事業所がある事業者については、他の指定権者に

   も手続きが必要です。岡山市以外の指定権者への提出方法、提出部数については、

   各指定権者へご確認ください。
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３．提出書類について

※ 介護職員処遇改善計画書（別紙様式２）を、法人単位で提出している場合は、法人 

単位で次の＜提出書類＞を各１部提出してください。

   （事業所単位で提出する必要はありません。） 

＜提出書類＞ （※のある書類は記入例あり） 

□ 介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト

□ 介護職員処遇改善実績報告書（別紙様式５）※

□ 介護職員処遇改善実績報告書（事業所一覧表）（別紙様式５（添付書類１）※

届出をした介護サービス事業所が１つの場合も提出して下さい。 

□ 介護職員処遇改善実績報告書（都道府県状況一覧表）（別紙様式５（添付書類２））

届出をした法人が、複数の都道府県に介護サービス事業所を有するものである場合 

のみ。 

□ 介護職員処遇改善実績報告書（市町村一覧表）(別紙様式５（添付書類３））※

届出をした法人が有する介護サービス事業所の指定権者が、複数である場合のみ。 

□ 賃金改善所要額（別紙様式５の⑦）の積算根拠資料（岡山市参考様式）※
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Ⅰ　提出書類（※については、該当事業者のみ）

１部

１部

Ⅱ　平成２４年度処遇改善加算届出書（計画書）情報

Ⅲ　確認項目

※岡山市使用欄

21　法定福利費（事業主負担増加額）が過大ではないか

 岡山市参考様式　賃金改善所要額の積算根拠資料

20　積算根拠資料における計算は合っているか

不備事項等
チェック欄

岡山市事業者

１　別紙様式５　介護職員処遇改善実績報告書 １部

様　　 式　 　名

１　届出年月日　　

１部

◎　このチェックリスト １部

※別紙様式５（添付書類３）　　　〃　　　（市町村一覧表）

※別紙様式５（添付書類２）　　　〃　　　（都道府県状況一覧表）

２　別紙様式５（添付書類１）　　　〃　　　（事業所一覧表）　　

３　岡山市参考様式　賃金改善所要額の積算根拠資料　　

返還請求

受付番号

10　日付、法人名、代表者名の記載があるか

12　事業所ごとに記載しているか

11　報告書への押印（代表者印）があるか

受付年月日  　年　 　月 　　日
補正依頼

－

９　⑧介護職員一人当たり賃金改善額＝⑦÷③となっているか

13　事業所ごとの加算額は、利用者負担額を含んだ額となっているか

 別紙様式５（添付書類１）　実績報告書（事業所一覧表）

８　また、その金額（法定福利費等を除く）は、②の期間内に支払ったものか

４　⑤一人当たり賃金月額＝④÷③となっているか

３　②賃金改善実施期間は、処遇改善計画書(1)④と一致しているか

１　年度の記載があるか

２　①の金額は、別紙様式５（添付書類１）の加算額の計と一致するか

５　⑥は、改善した給与項目・金額、実施時期等、具体的に記載されているか

２　賃金改善実施期間

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月～平成　　年　　月

確　　認　　事　　項

６　⑥の記載内容は、積算根拠資料の内容と整合がとれているか

７　⑦記載の総額は、積算根拠資料の計と一致しているか

 別紙様式５　介護職員処遇改善実績報告書

事業者
不備事項等

チェック欄
岡山市

補正結果 補正結果１次ﾁｪｯｸ者 ２次ﾁｪｯｸ者 補正依頼

１部

岡山市 備　　　考

平成 ２４ 年度介護職員処遇改善加算実績報告書チェックリスト

事業者記入欄区　　　分

担当者名・電話番号 　　　　　－　　　－法人名
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（岡山市 Ｈ２４．７版）

平成 24年 7月版

１ 届出が必要な変更事項、届出時期、必要書類、提出方法 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階
岡山市 事業者指導課 在宅指導係  宛 

＜変更届 （                 ）在中＞

変更届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（在宅指導係）のホームページからダウンロードできます。

変更の発生
一覧表で提出

方法等の確認

変更日

以前に 

来庁（事

前協議） 

変 更 が 
あった日
から１ ０
日以内に 

郵送

（〒）

① 電話予約をする 

 予約先：事業者指導課 在宅指導係 

TEL 086-212-1013 

② 必要書類の作成 

③ ②の事業所控えをとる。 

④ 予約日に②,③を持参して、来庁（事前協議）

（事業者指導課は、KSB会館４階です。） 

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

  〒700-0913 

  岡山市北区大供3丁目 1-18  KSB会館 4階 

岡山市 事業者指導課 在宅指導係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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（岡山市 Ｈ２４．７版）

○変更の届出（訪問介護・介護予防訪問介護） 

既に申請、届出している事項に変更が生じた場合、１０日以内に変更の届出が必要です。

 なお、変更内容（事業所の移転など重要な変更の場合）によっては、事前に岡山市（事業者指導課）

と協議する必要があります。 

変更の届出は、岡山市保健福祉局事業者指導課へ１部提出してください。 

期限内に提出できないときは、遅延理由書を添付してください。 

◆同時に複数項目の変更を届出する場合、重複する書類は省略可能です。 

◆変更事項３，４，５，１０について複数事業所に及ぶ場合、「事業所一覧」の添付により、一括

処理が可能です。ただし、同一サービス（訪問介護・介護予防訪問介護）に限ります。

変更の届出が必要な事項 提出書類 

 １．事業所の名称 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

①変更届（様式第４号）

②付表１

③変更後の運営規程

 ２．事業所の所在地 

【関連項目】 

定款等の記載にも変更がある場合、 

５を参照してください。

【重要】 

岡山市以外の所在地へ事業所を 

移転する場合には、岡山市へ廃 

止届と、移転先の所在地（指定 

権者）での新規指定申請になり 

ます。 

※事前協議が必要 

①変更届（様式第４号） 

※変更届の「変更の内容」欄に、変更後の郵便番号、所在地、電話番号、

  ＦＡＸ番号を記載すること。

②付表１

③事業所の位置図（住宅地図の写し等） 

④事業所の平面図（各室の用途を明示すること） 

⑤事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、事務室、相談室、手指洗浄 

設備） 

※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付すること。 

⑥変更後の運営規程 

⑦事業所として使用する建物の使用権限を証明できる書類 

※自己所有の場合は、建物の登記事項証明書又は登記済権利証の 

写し等（土地は不要） 

※賃貸の場合は、賃貸借契約書の写し 

⑧建築物関連法令協議記録報告書

 ３．申請者の名称及び 

主たる事務所の所在地 

【重要】 

運営法人が別法人（合併を含む） 

になる場合には、変更届ではなく、 

廃止届と新規指定申請になります。

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

※申請者が市町村の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は 

指定管理協定書（原本証明が必要）を添付｡ 

４．代表者の氏名、生年月日、

住所及び職名 
①変更届（様式第４号）

②申請者の登記事項証明書等 

③誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

④役員名簿

 ※代表者の住所変更のみの場合は②、③は不要。

５．申請者の定款、寄附 

行為等及び登記事項証 

明書又は条例等 

（当該事業に関するもの

に限る） 

①変更届（様式第４号）

②申請者の定款又は寄附行為等（原本証明が必要） 

③申請者の登記事項証明書又は条例等 

 ※申請者が市町村の場合は事業所の設置条例等、指定管理者の場合は 

指定管理協定書（原本証明が必要）を添付
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（岡山市 Ｈ２４．７版）

○変更の届出（訪問介護・介護予防訪問介護）つづき 

変更の届出が必要な事項 提出書類 

６．事業所の平面図

（レイアウト、専用区画）
①変更届（様式第４号）

②事業所の平面図 

③事業所の写真（外観、事業所の出入口部分、事務室、相談室、手指洗浄 

設備）※各２方向以上、Ａ４用紙に貼付すること。 

 ７．事業所の管理者の氏名、

   生年月日、住所及び経歴 

①変更届（様式第４号）

②付表１

③管理者経歴書

④資格証等の写し（当該事業に関する資格を有する場合のみ） 

⑤管理者就任承諾及び誓約書（市様式２－１）

⑥雇用契約書又は辞令等の写し 

⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

 ※管理者のみの記載で可。

 ※当該事業所の他の職種又は他の事業所と兼務がある場合には、

  兼務する他の職種又は兼務先の事業所名及び職種を記載。

⑧組織体制図（管理者が管理する全ての事業所について記載）

 ※他の事業所と兼務がある場合は、兼務先の勤務形態一覧表を添付。

⑨誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

 ※管理者の改姓又は住所変更のみの場合は④～⑨は不要。

 ８．事業所のサービス提供 

   責任者の氏名、生年月日、

 住所及び経歴 

【関連項目】 

運営規程の従業者欄の記載にも 

変更がある場合、９を参照して 

ください。 

①変更届（様式第４号）

②付表１

③サービス提供責任者経歴書

④資格証等の写し（旧姓等の場合は、戸籍抄本等を添付すること。） 

 ※２級ヘルパーの場合は「実務経験証明書」が必要。 

※平成２４年４月１日以降に、２級課程修了者をサービス提供責任者 

として配置する場合は、別途｢体制届｣（サービス提供責任者体制の 

減算）が必要。 

⑤サービス提供責任者就任承諾及び誓約書（市様式３）

⑥雇用契約書又は辞令の写し 

⑦従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

⑧組織体制図

※サービス提供責任者の改姓又は住所変更のみの場合は⑤～⑧は不要。 

 ９．運営規程 ①変更届（様式第４号）

 ※変更届の「変更前」及び「変更後」欄に変更内容を記載するか、 

別紙（変更内容を記載したもの）を添付すること。 

②付表１

※記載事項に変更がある場合のみ添付。

③変更後の運営規程 

【営業日・営業時間の変更の場合】 

④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 ≪変更月のもの≫ 

 ※変更後の運営に支障がないように従業者を配置すること。 

 １０．役員の氏名、生年 

       月日及び住所 

【関連項目】 

営利法人等で登記事項証明書の 

記載にも変更がある場合、５を 

参照してください。 

①変更届（様式第４号） 

 ※｢変更前｣欄に退任した役員の氏名を、 

｢変更後｣欄に就任した役員の氏名を記載すること。 

②役員名簿

   ※変更のあった役員のみの記載でも可。 

③誓約書（居宅サービス・介護予防サービス）

 ※役員の改姓、住所変更又は役員の退任のみの場合は③は不要。 
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○変更の届出について

既に申請、届出している事項に変更があったときは、１０日以内に、その旨を岡山市に届け出なければなりません。

届出が必要な変更事項、必要書類等について取りまとめていますので、サービス毎の一覧表で確認してください。

※ 変更の届出が必要な項目についての確認はこちら → 届出事項一覧表　（在宅型サービス）

000
訪問介護

001
訪問入浴
介護

002
訪問看護

003
訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ

004
居宅療養
管理指導

005
通所介護

006
通所ﾘﾊﾋﾞﾘ
ﾃｰｼｮﾝ

007
福祉用具
貸与

008
福祉用具
販売

009
居宅介護
支援

1 変更届出書（様式第４号）（市暫定版）

2 指定に係る記載事項【付表】（市H２４．７版） ○020 ○021 ○022 ○023 ○024 ○025 ○026 ○027 ○028 ○029

3 市内事業所一覧（市様式１）【New】

4 平面図（市参考例）

5 設備・備品等一覧表 ○051共通 ○051共通 ○051共通

6 建築物関連法令協議記録報告書（市H２４．７版）

7 管理者経歴書

8 管理者就任承諾及び誓約書（市様式２－１、２－２）【New】 ○080 ○080 ○080 ○089支援

9 サービス提供責任者経歴書 ○090

10 サービス提供責任者就任承諾及び誓約書（市様式３）【New】 ○100

11 実務経験証明書 ○110

12 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表（市H２４．７版） ○120 ○121 ○122 ○123 ○124 ○125 ○126 ○127 ○128 ○129

13 組織体制図

14 サービス提供実施単位一覧表 ○145共通 ○145共通

15 役員等名簿

17 遅延理由書（市参考様式１－１，１－２） 【New】 ○171支援○170共通(居宅介護支援を除く。）

○160居宅サービス（居宅介護支援を除く。）

○060共通

届出様式等（在宅型サービス一括ダウンロード）

○010共通

○130共通

○在宅型サービス様式一括ダウンロード

○040共通

○070共通

○150共通

変更届に必要な書類について 【重要】
※サービス毎の一覧表です。最初に必ず確認してください。

○030共通

16
○161介護予防サービス（居宅介護支援を除く。）

○169支援誓約書（法人）

○080居宅サービス及び介護予防サービス
（居宅介護支援を除く。）
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様式第４号（第５条関係）

指定居宅サービス事業者等変更届出書（記入例）

平成２５年 ４月２０日

  岡 山 市 長    様

                        所在地    岡山市北区大供○丁目○―○○

                    届出者 法人名称   医療法人ミコロ・ハコロ会

                        代表者氏名   理事長 見頃 葉子           印

                       （法人以外の者にあっては、住所及び氏名） 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定により，指定居宅サービス事業者等の変更について次のとおり届け出ます。 

介護保険事業所番号 ３ ３ ６ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

名称 

ミコロ・ハコロ訪問看護ステーション 
指定（許可）内容を変更した事業所（施設）

所在地（開設場所） 

岡山市北区大供○丁目○―○○ 

サービスの種類
      訪問介護・介護予防訪問介護 

変更があった事項 変更の内容  条例制定に伴う運営規程の変更、誓約書等の提出

１ 事業所（施設）の名称

２ 事業所（施設）の所在地（開設場所）

３ 申請者（開設者）の名称

４ 申請者（開設者）の主たる事務所の所在地

５ 代表者の氏名，生年月日，住所及び職名

６ 定款，寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

（当該事業に関するものに限る。)

７ 施設と本体施設との移動経路及び方法等 

８ 事業所（施設）の種別

９ 併設施設の概要

10 提供する（介護予防）居宅療養管理指導の種類

11 事業所（施設）の建物の構造概要，平面図及び設備概要

12 備品の概要（訪問入浴介護に限る。）

（変更前）

13 入院患者又は入所者の定員

14 管理者の氏名，生年月日，住所及び経歴 

15 サービス提供責任者の氏名，生年月日，住所及び経歴

16 福祉用具の保管及び消毒方法（委託等をしている場合にあっては，

委託等の契約の内容）

○17 運営規程

18 協力医療機関（病院）・協力歯科医療機関の名称，診療科名及び 

契約の内容

19 介護老人福祉施設，介護老人保健施設，病院等との連携・支援体制

20 介護給付費の請求に関する事項

○21  役員の氏名，生年月日及び住所 

22 連携する訪問看護を行う事業所の名称及び所在地 

23 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

（変更後） 

別添のとおり 

   ・変更後の運営規程 

   ・誓約書（居宅サービス、介護予防サービス） 

・役員等名簿 

変 更 年 月 日 平成２５年 ４月 １日 

備考 １ 該当項目番号に ○ を付してください。

   ２ 変更内容が分かる書類を添付してください。
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（案）

（居宅サービス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　　年　　　月　　　日

申請者　 所在地

　　　　 名　称

　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　 代表者名                    　　　 印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

一 　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

二 　当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第七十四条第一項の厚生労働省令で定める基
準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。

三 　申請者が、第七十四条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正
な居宅サービス事業の運営をすることができないと認められるとき。

四 　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五 　申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の二 　申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

五の三 　申請者が、社会保険各法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の定め
るところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。以下この
号、第七十八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三、第
百十五条の十二第二項第五号の三及び第二百三条第二項において「保険料等」という。)について、当該申請をし
た日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく
三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料等の全て(当該処分を受けた者
が、当該処分に係る保険料等の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う保険料等に限る。第七十
八条の二第四項第五号の三、第九十四条第三項第五号の三、第百十五条の二第二項第五号の三及び第百十五
条の十二第二項第五号の三において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。

六 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五
第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その取消しの日から起算し
て五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政手
続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行
役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務
を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。
第五節及び第二百三条第二項において同じ。)又はその事業所を管理する者その他の政令で定める使用人(以下
「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消され
た者が法人でない事業所である場合においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者で
あった者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、
指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生
を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該
事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取
消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除
く。

介護保険法第７０条第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

　岡　山　市　長　　様

　申請者が介護保険法第７０条第２項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。また、申請者で
ある法人の役員及び当該申請に係る事業所を管理する者が岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運
営に関する基準等を定める条例第３条第２項に定める暴力団員でないことを誓約します。

（介護保険法第70条第2項）
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六の二 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十
五第六項の規定により指定(特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その取消しの日から起算
して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る行政
手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当該取消しの日か
ら起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合においては、
当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して五年を経過
しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該
指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者に
よる業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有し
ていた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認め
られるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

六の三 　申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を
通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働
省令で定めるもの(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の
事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省
令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事
業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生労働省令で定め
る密接な関係を有する法人をいう。以下この章において同じ。)が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第
六項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の
取消しが、指定居宅サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該
事実の発生を防止するための当該指定居宅サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況そ
の他の当該事実に関して当該指定居宅サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定す
る指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当
する場合を除く。

七 　申請者が、第七十七条第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手
続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第
七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)
で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

七の二 　申請者が、第七十六条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき第
七十七条第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として
厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日
を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出をし
た者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないもの
であるとき。

八 　第七号に規定する期間内に第七十五条第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者
が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除
く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の
管理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

九 　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

十 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第六
号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十の二 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号から第五
号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

十一 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号
から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

十二 　申請者(特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が第四号
から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

【岡山市指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準等を定める条例】
第３条　法第７０条第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の病院
をいう。以下同じ。），診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１１項の薬
局をいう。以下同じ。）により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護，訪問リハビリテーション，通所リ
ハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りでない。

２　前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するも
のと認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第
２号に規定する暴力団員であってはならない。
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（介護予防サービス）

平成　　　年　　　月　　　日
岡　山　市　長　　様

申請者 所在地

名　 称

代表者名 　　　　　印

（介護保険法第１１５条の２第２項）

一

二

三

四

五

五の二

五の三

六

　申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑
に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又
は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

　申請者が、保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分
を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期
限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者であるとき。

申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、第百十五条の九第一項又は第百十
五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定を除く。)を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し
の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当
該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合
においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して
五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取
消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防
サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすること
が相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

（案）

介護保険法第１１５条の２第２項各号の規定等に該当しない旨の誓約書

　申請者が介護保険法第１１５条の２第２項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約します。また、申請
者である法人の役員及び当該申請に係る事業所を管理する者が岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備
及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
第３条第２項に定める暴力団員でないことを誓約します。

記

　申請者が市町村の条例で定める者でないとき。

当該申請に係る事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が、第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める
基準及び同項の厚生労働省令で定める員数を満たしていないとき。
申請者が、第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方
法に関する基準又は指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護予防サービス
事業の運営をすることができないと認められるとき。
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六の二

六の三

七

七の二

八

九

十

十の二

十一

十二

申請者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定による指定の取消しの処分に係る行政
手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除
く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者が、第百十五条の七第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき
第百十五条の九第一項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日
として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から十日以内に特定
の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届
出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して五年を経過しない
ものであるとき。

２　前項に定める者の役員（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者をいい，相談役，顧問その他いかなる名称を有す
る者であるかを問わず，事業を行う者に対し業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの
と認められる者を含む。）及び当該申請に係る事業所を管理する者は，岡山市暴力団排除基本条例（平成２４年市条例第３号）第２条第２号
に規定する暴力団員であってはならない。

第３条　法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者は，法人とする。ただし，病院（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項の
病院をいう。以下同じ。），診療所（同条第２項の診療所をいう。以下同じ。）若しくは薬局（薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第２条第１１項
の薬局をいう。以下同じ。）により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護，介護予
防訪問リハビリテーション，介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては，この限りで
ない。

申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、第百十五条の九第一項又は第百十
五条の三十五第六項の規定により指定(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定に限る。)を取り消され、その
取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消し
の処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員等であった者で当
該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない事業所である場合
においては、当該通知があった日前六十日以内に当該事業所の管理者であった者で当該取消しの日から起算して
五年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防サービス事業者の指定の取
消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定介護予防
サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定介護予防
サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすること
が相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

　申請者が、指定の申請前五年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

　申請者と密接な関係を有する者が、第百十五条の九第一項又は第百十五条の三十五第六項の規定により指定を
取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、指定介護予防
サービス事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止する
ための当該指定介護予防サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関
して当該指定介護予防サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに
該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。

第七号に規定する期間内に第百十五条の五第二項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請
者が、同号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除
く。)の役員等又は当該届出に係る法人でない事業所(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)の管
理者であった者で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人で、その役員等のうちに第四号
から第六号まで又は第七号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人で、その役員等のうちに第四号
から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者を除く。)が、法人でない事業所で、その管理者が
第四号から第六号まで又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

申請者(介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定の申請者に限る。)が、法人でない事業所で、その管理者が
第四号から第五号の三まで、第六号の二又は第七号から第九号までのいずれかに該当する者であるとき。

【岡山市指定介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的
  な支援に関する基準等を定める条例】
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役員等名簿（案）

生年月日       住        所 （ふりがな） 

氏   名 役職名・呼称 TEL             FAX 
就退任年月日 

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任  みころ はこ 

見頃 葉子 
理事長 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○

平成○年○月○日

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任

   □□ □□
理事 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○ 平成○年○月○日

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任

   □□ □□
監事 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○ 平成○年○月○日

昭和○年○月○日 岡山市北区○○○○ 就任 退任

   □□ □□
 管理者 TEL 086-○○－○○  FAX 086-○○－○○ 平成○年○月○日

備考 当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる

名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等の

支配力を有するものと認められる者を含む。）及び事業所を管理する者について記入してください。事業所を管理する

者とは、管理者（施設長）を指します

私は、この名簿に記載した者が、岡山市暴力団排除基本条例第２条第２号に規定する暴

力団員でないことを、岡山市が必要に応じて岡山県警察本部に照会することについて承諾し

ます。 

                               所在地  岡山市北区大供○丁目○－○

申請者      名称    医療法人ミコロ・ハコロ会

代表者名  理事長 見頃 葉子     印 
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平成 24年 7月版

１ 届出が必要な加算（減算）の内容、必要書類 

次ページの一覧表で確認してください。

２ 届出時期 

算定開始月の前月１５日（閉庁日の場合は翌開庁日）が締切りです。

届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。）については、届出が１５日以前に 

なされた場合には翌月から、１６日以降になされた場合には翌々月から、算定開始となります。

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は、速やかにその旨の届出が 

必要です。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定は 

できません。

（注）介護職員処遇改善加算については、前々月末日が締切りとなりますので御注意ください。 

３ 届出手順

郵送用宛名ラベル  ※こちらをコピーの上、使用されると便利です。

   〒 ７００－０９１３  

岡山市北区大供３丁目１－１８  KSB会館４階

岡山市 事業者指導課 在宅指導係  宛 

＜体制届 （                 ）在中＞

体制届（必要書類・提出方法）
※届出用紙は、事業者指導課（在宅指導係）のホームページからダウンロードできます。

届出が必要

な加算（減

算）等の発生

一覧表で必要

書類等の確認

郵送

（〒）

① 必要書類の作成 

② ①の事業所控えをとる → 保管 

③ ①を下記に郵送する。 

〒700-0913  

岡山市北区大供3丁目1－18 KSB会館 4階 

   岡山市 事業者指導課 在宅指導係 宛 

（下記の郵送用宛名ラベルを活用してください。） 

サービスの種類を記載してください。
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○介護給付費算定に係る体制等に関する届出（訪問介護・介護予防訪問介護） 

次の内容の加算（減算）等を算定しようとする場合は、事前に岡山市への届出が必要です。

届出をしていないと、サービスを提供しても報酬が支払われませんのでご注意ください。

届出が必要な加算等の内容 提出書類 

１． 施設等の区分 

「3.通院等乗降介助」の 

区分追加（通院等乗降介

助を新たに始める場合）

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③道路運送法による許可又は登録の写し 

④車検証の写し及び車両の写真 

⑤運営規程（通院等乗降介助を行う旨を明記していること） 

⑥従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ≪加算算定開始月のもの≫ 

⑦訪問介護員等の資格証等の写し及び２種免許証の写し（又は講習修了証

の写し）

⑧「通院等のための乗車・降車の介助」の提供体制に関する申立書（市様

式４）（運賃を含む利用料金表を添付）

２．特別地域加算 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

※対象地域に事業所が所在していること。 

 【岡山市における対象地域】 

離島振興対策実施地域 ・・・犬島 

振興山村・・・旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉）、 

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉）、 

旧竹枝村（大田・吉田・土師方・小倉）、 

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田） 

３．日中の身体介護20分
未満体制

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③日中の身体介護２０分未満体制の算定に係る届出書（市様式７）

④運営規程 

⑤従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ≪加算算定開始月のもの≫ 

⑥定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定通知書の写し 

（指定を受けていない場合は実施計画書） 

※日中に20分未満の訪問介護を行う事業所のみ届出が必要です。
夜間、深夜及び早朝については、加算の届出は必要なく、全て 
の訪問介護事業所において20分未満の身体介護を行うことが 
できます｡

４．サービス提供責任者体制 

の減算（減算の解消） 

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③サービス提供責任者体制減算の経過措置の解消に係る届出書（市様式８）

④資格証等の写し（減算の解消の場合） 

 ◇減算の届出の場合は①、②を提出 

 ◇経過措置の解消の場合は①～④を提出 

 ◇減算の解消の場合は①、②、④を提出 

※別途、サービス提供責任者の変更の届出が必要です。 
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○体制届（訪問介護・介護予防訪問介護）つづき 

届出が必要な加算等の内容 提出書類 

５．同一建物に居住する 

利用者の減算 

※届出の日にかかわらず、

   減算すべき月から適用 

     開始となる。

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③同一建物に居住する利用者の減算に係る届出書（市様式６）

 ※「同一の建物」とは、訪問介護事業所と構造上又は外形状、一体的な 

  建築物（養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービ 

ス付き高齢者向け住宅又は旧高齢者専用賃貸住宅に限る。）を指すも 

のです。 

※上記の「同一の建物」に居住する、前年度（３月を除く）の１月当たり 

 の実利用者の数が３０人以上の場合は、減算の対象となります。 

 ６．特定事業所加算 

◇加算Ⅰを算定する場合は 

①～⑪を提出 

◇加算Ⅱを算定する場合は 

①～⑧及び⑨⑩又は⑨～⑪を

提出 

◇加算Ⅲを算定する場合は 

①～⑧を提出

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③特定事業所加算に係る届出書（市様式９）

④個別研修計画書及び実施記録  

⑤サービス提供責任者主宰の会議開催記録（会議の出席表・議事録等） 

⑥情報伝達及びサービス提供後の報告内容の様式 

⑦健康診断実施記録簿（受診者氏名・受診日・受診医療機関名等を明記） 

⑧緊急時等における対応内容を記載した文書（重要事項説明書等） 

⑨従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ≪届出月の前月のもの≫ 

⑩加算対象となる訪問介護員等の資格証等の写し 

⑪サービス提供責任者の実務経験証明書

 ７．中山間地域等における 

     小規模事業所加算 

中山間地域等における小規模事業所加算は、「地域に関する状況」と 

「規模に関する状況」の両方が要件に該当しないと算定できません。 

 ※平成２４年４月１日現在の岡山市に所在する事業所は、地域区分が 

６級地のため、「地域に関する状況」の要件に該当せず、当該加算 

の対象となりません。 

８．介護職員処遇改善加算 

※届出期限（加算算定開始月

   の前々月末日）に注意

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③添付書類については、別途「介護職員処遇改善加算の算定について（お知 

らせ）」を参照してください。 

９．割引率の設定・変更 ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③指定居宅サービス事業所等による介護給付費の割引に係る割引率の 

設定について（別紙５） 

④運営規程（割引について具体的に記載） 

１０．加算等の取り下げ ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書（別紙２）

②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表（別紙１）

③従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 ≪加算等の要件を満たしていた 

最終月のもの≫  

※従業者の要件がある加算等の取り下げの場合のみ添付。 

※１ 加算等の取り下げとは、事業所として加算等の要件を満たさなくなった場合を指します。 

※２ 加算の追加・取り下げの場合は、各事業所において、重要事項説明書に加算項目の追記・削除を行っ

てください。 

※３ その他確認が必要な書類の提出をお願いする場合があります。 
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（別紙２） 受付番号

年 月 日

岡 山 市 長　　様
届出者 法人所在地　

法人名称　

代表者 職･氏名　

印

このことについて、関係書類を添えて以下のとおり届け出ます。

事業所所在地市町村番号

フリガナ

名　　称

－ ）

主たる事務所の所在地 都 道 郡 市

届 府 県 区

(ビルの名称等)

出 連絡先

法人の種別

者 代表者の職・氏名 職名 氏名

－ ）

代表者の住所 都 道 郡 市

　 府 県 区

(ビルの名称等)

フリガナ

名　　称

－ ）

主たる事業所・施設の

所在地

(ビルの名称等)

連絡先

－ ）

都 道 郡 市

府 県 区

(ビルの名称等)

連絡先

3 3

特 変 前 変 更 後

記

事

項

関　係　書　類 別添のとおり

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書＜指定事業者用＞

１新規　２変更　３終了

指
定
介
護
予
防
サ
ー

ビ
ス

事
業
所
・
施
設
の
状
況

届
出
を
行
う
事
業
所
・
施
設
の
種
類

介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

（郵便番号

（郵便番号

１新規　２変更　３終了

介護予防福祉用具貸与 １新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

医療機関コード等

居宅介護支援

１新規　２変更　３終了居宅療養管理指導

通所介護

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

短期入所生活介護

更

介護療養型医療施設

介護保険事業所番号

施
設

介護老人福祉施設
介護老人保健施設

訪問入浴介護

同一所在地において行う 指定（許可）

訪問介護

異動項目
（※変更の場合）

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス

電話番号

電話番号

１新規　２変更　３終了

年　月　日

平成

ＦＡＸ番号

１新規　２変更　３終了

実施
事業 年　月　日

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

異動等の区分
異動（予定）

１新規　２変更　３終了
１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

１新規　２変更　３終了

介護予防短期入所生活介護

１新規　２変更　３終了

１新規 ２変更 ３終了

１新規　２変更　３終了

区

介護予防特定施設入居者生活介護

介護予防居宅療養管理指導

介護予防訪問介護

介護予防短期入所療養介護

介護予防通所介護

事業等の種類

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

法人所轄庁

（郵便番号

ＦＡＸ番号

特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与

短期入所療養介護

訪問看護

電話番号 ＦＡＸ番号

主たる事業所の所在地以
外の場所で一部実施する
場合の出張所等の所在地

（郵便番号

岡山県　　岡山市

（岡山市　Ｈ２４．７版）-40-



岡介第   ８６号 

平成２０年５月２日 

各市内居宅介護支援事業所管理者様 

各市内訪問介護事業所管理者様 

岡山市保健福祉局介護保険課長 

訪問介護における「通院等のための乗車又は降車の介助」について 

岡山市では、この度、指定訪問介護事業所が行う「通院等のための乗車又は降車の介助 

（以下、「通院等乗降車介助」）」に関して、市民の方や介護サービス提供事業所から、特 

に問合せの多い内容について、国・岡山県の通知や指導等に基づき、本市における考え方 

を、次のとおり取りまとめました。 

つきましては、貴事業所におかれましては、平成２０年６月サービス提供分から、この 

「岡山市の考え方」に基づき、「通院等乗降車介助」のサービス提供・算定を行うことを 

お願いするとともに、現状において、この考え方に合わないと思われるサービス提供があ 

れば、速やかに是正してくださるようお願いします。 

なお、「岡山市の考え方」部分については、本市における考え方であり、他市町村にお 

ける適用の根拠とはならないことに、注意してください。 

また、この「岡山市の考え方」については、現時点における整理であり、今後、国・岡 

山県の通知や指導等を踏まえ、変更する場合がありますので、あらかじめ、申し添えます。 

（問１）「通院等乗降車介助」の「通院等」とは、通院のほかどのような外出が含ま

れるのか。

（国・岡山県の通知や指導等） 

○  利用目的について、「通院等のため」とは、「身体介護中心型」としての通院・外 

出介助と同じものである。（国の通知より） 

○  「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じもので、「日常生活上・社会生 

活上必要な行為」です。（平成１９年度訪問介護集団指導資料（岡山県保健福祉部長 

寿社会対策課）より） 

（岡山市の考え方）

（１）「通院等乗降車介助」のサービスは、訪問介護サービスのひとつの類型であり、居 
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宅でのサービスではないことを考慮し、本来の訪問介護サービスの概念を逸脱しない 

範囲で限定的に利用が可能である。 

つまり、一般のタクシーのように、利用者が外出先へ到達するための単なる移動手 

段ではなく、運転手は「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」や「乗車前若 

しくは降車後の屋内外における移動等の介助」等を行うことが求められており、乗降 

時に車両内から見守るだけでは介護報酬の算定の対象とはならない。（一般的な概念） 

（２）国の通知の内容については、単に、利用目的が何かということだけではなく、その 

前提として、「通院等乗降車介助」に係る一連の行為において、何らかの「身体の介 

護を要する状況」のある要介護者が、このサービスを利用するもの（「通院等乗降車 

介助」サービスの対象）であると考える。 

したがって、何らかの介助を必要とせず、車両への乗降が可能である方の「通院等 

乗降車介助」のサービスの利用は、想定されない。 

（つまり、利用希望者の身体状況と利用目的のいずれの面から、検討し、判断する必 

要がある。） 

（３）この「通院等乗降車介助」の利用目的は、「日常生活上・社会生活上必要な行為」 

であること。この「日常生活上・社会生活上必要な行為」とは、社会通念上（世間一 

般的に・一般常識として）、在宅生活を送る上で、必要不可欠な（日常的に行ってい 

る・行わなければならない）行為のことである。 

よって、必要不可欠でない、自己都合による行為（利用者の趣味趣向に関わる行為 

等）は算定対象外である。 

（また、他の方法での対応ができるもの・想定されるものも算定対象外である。） 

（４）このため、利用目的をひとつひとつ掲げ、一律機械的に判断することは困難である 

が、国・岡山県がＱ＆Ａ等で明記しているものは、原則として、岡山市も同様に解釈 

するものとする。 

また、本市として、「想定される」・「想定されない」利用目的の事例は、次のとお 

りである。 

○対象となることが、一般的に想定される利用目的の事例（親族等に代行する者がお 

らず、他の手段・手法や利用できる制度がなく、本人が直接出向く必要がある場合） 

・通院    ・選挙    ・官公署など公共機関における日常生活に必要な申請や届出 

・利用を前提とした介護保険の通所・入所施設の見学      ・預金の引き下ろし 

※前述のとおり、利用者の身体の状況から判断して、車両への乗降時に介助行為を要 

することなど、「通院等乗降車介助」サービスが真に必要と認められ、居宅サービ 

ス計画上位置づけられた場合が前提であり、上記の利用目的であっても、利用者の 

身体の状況などにより、対象とならない場合があります。 

○対象となることが、想定されない利用目的の事例 

・仕事       ・趣味や趣向のための利用（習い事、ドライブ、旅行等） 

・理美容       ・冠婚葬祭       ・入退院・転院などのための移送  
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・一般的には「居宅からの外出」と考えられない行為（外出先から外出先への移動 

など） 

※はり・きゅう及びマッサージ、整骨院への通院については、主治医等の医学的な判 

断により、その必要性が認められる場合に限り、算定対象とします。 

※買物については、一般的には、訪問介護（生活援助）など他の方法で対応すべきで 

あると考えますが、補装具・補聴器・眼鏡などの本人との調整が必要な場合など様 

々なケースが想定されるため、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等につ 

いて（国通知）」の「１－６ 自立生活支援のための見守り的援助」及びこの通知 

（特に次の（５）を参照）などを踏まえ、判断してください。  

（５）なお、岡山市における「通院等乗降車介助」のサービスが利用可能かどうかを判断 

する際の目安は次のとおりと考えており、マネジメント業務・サービス提供の参考と 

されたい。 

①  利用者の身体の状況により、車両への乗降時に介助が必要であること 

    （ポイント：認定調査票、主治医意見書、主治医からの聞き取りなどに基づくア 

 セスメント結果により判断。） 

②  本人が、目的地（外出先）に行く必要があること 

        （ポイント：社会通念上、家族等が代行できる場合は、不可。） 

③  本人の趣味趣向のための外出でないこと 

④  家族・親族による介助や地域における支え合い、外出介助ボランティアなど、「通 

院等乗降車介助」以外の他の方法による外出介助の可能性がないこと 

（ポイント：他のサービスの利用の可否が十分検討されているか、どうか。） 

⑤  単に社会参加を目的とした外出でないこと 

⑥  訪問介護の一類型であることから、社会通念上の「外出」の概念と一致すること 

（ポイント：「在宅→目的地（外出先）→在宅」の一連の流れにおける移動が対 

象であり、「病院→病院」などのような「目的地（外出先）→目的地（外出先）」 

は対象外。） 

など 

（問２）「通院等乗降車介助」の単位を算定するに当たって、あらかじめ居宅サービ

ス計画に位置づけられる必要があるのか。

（国・岡山県の通知や指導等） 

○ 「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なア 

セスメントを通じて、生活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の１ 

つとして、総合的な援助の一環としてあらかじめ居宅サービス計画に位置づけられて 

いる必要があり、居宅サービス計画において、 
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ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡しているこ 

とを明確に記載する必要がある。（国の通知より） 

○  「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位を算定するに当たっては、適切なア 

セスメントを通じて、居宅サービス計画に位置付ける必要があると規定されており、 

こうしたアセスメントが行われていない場合、「通院等のための乗車又は降車の介助」 

は不適正な給付として返還を求め得るものである。（国の事務連絡） 

（岡山市の考え方）

利用者のアセスメントにおいて、乗降時の介助行為の必要性や利用目的の正当性などを 

明らかにしないまま、「介助行為は必要ないが、料金が安いから利用したい」など不適切 

な事例が見受けられるとの通報があり、注意されたい。 

なお、上記の国の通知におけるア～ウについての基本的な考え方を示すと、「ア」につ 

いては、問１を踏まえるとともに、その目的を果たすために車両の乗降が必要な理由が居 

宅サービス計画で明確に記載にされていること。 

「イ」については、認定調査票の歩行、移乗、移動、立ち上がりなどの各項目、主治医 

意見書、主治医からの医学的な判断の聞取りなどを参考にして、判断すること。 

また、「ウ」については、「通院等乗降車介助」の利用は、車両への乗降時の介助を前 

提としており、こうした利用希望者には、日常生活上の総合的な援助を要することから、 

利用希望者の心身の状態や置かれている状況・環境などを踏まえた、その方の解決すべき 

課題に対して、総合的かつ自立支援からの観点による最適な援助（介護保険だけでなく、 

家族・親族による介助やさまざまな制度・地域資源を利用した援助など）が行われること 

のひとつとして、「通院等乗降車介助」が位置づけられている必要があること。 

（注         意） 

岡山市では、今後、岡山県での実地指導、岡山県・本市の監査、本市が実施を予定

しているケアプランチェック、市民からの相談・苦情・通報などにより、「岡山市の

考え方」に基づかず、きちんとしたアセスメントが行われないまま、サービス提供・

算定が行われていたことが判明した場合には、不適正な給付として、返還を求めるこ

とがあります。
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国 自 旅 第 １ ６ ９ 号 

平成１８年９月２５日 

各地方運輸局長殿 

沖縄総合事務局長殿 

自動車交通局長 

一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定）の許可等の取扱いにつ 

  いて 

業務の範囲を福祉輸送サービス（下記Ⅰ．１.（２）に定める福祉輸送自動車を使用し 

て下記Ⅰ．１.（１）に定める要介護者等を輸送するサービスをいう。以下同じ。）に限定 

する旨の条件を付す一般乗用旅客自動車運送事業の許可（以下「福祉限定許可」という。） 

については、これまで「患者等の輸送サービスを行うことを条件とした一般乗用旅客自動 

車運送事業の許可等の取扱いについて」（平成１６年３月１６日付け国自旅第２４１号。 

以下「２４１号通達」という。）により取り扱ってきたところであるが、今般の道路運送 

法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）の一部改正に伴い、福祉輸送サー 

ビスについて一層の利用者の利便の向上を図る観点から、最近の輸送実態を踏まえサービ 

スの対象範囲を拡大するとともに、引き続き、弾力的な審査を行った上で処理することと 

し、今後の福祉限定許可等の取扱いを下記のとおり定めたので、各地方運輸局（沖縄総合 

事務局を含む。以下「各局等」という。）においては、所要の公示の改正等、必要な手続 

を速やかに行うこととされたい。 

また、「２４１号通達」は廃止する。 

なお、本件については、社団法人全国乗用自動車連合会会長及び財団法人全国福祉輸送 

サービス協会会長あて別添のとおり通知しているので、了知されたい。 

記 

Ⅰ．福祉限定許可の取扱い 

１．福祉限定許可の対象となる福祉輸送サービスの範囲 

（１）福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲 

福祉輸送サービスの対象となる旅客の範囲は、以下の①～⑤に掲げる者（以下「要 

介護者等」という。）及びその付添人とする。 

① 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者 

 手帳の交付を受けている者 

② 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項に規定する要介護認定 

 を受けている者 

③ 介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者 
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④ 上記①～③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障 

 害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタク 

 シーその他の公共交通機関を利用することが困難な者 

⑤ 消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者 

 による搬送サービスの提供を受ける患者 

（２）福祉輸送サービスに使用する事業用自動車 

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車（以下「福祉輸送自動車」という。） 

は、以下の①・②に掲げる自動車とする。 

①  道路運送法施行規則等の一部を改正する省令（平成１８年国土交通省令第８６ 

  号）による改正後の道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号。以下「施 

行規則」という。）第５１条の３第１項第８号に規定する福祉自動車（車いす若 

しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた 

自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置 

を設けた自動車。以下「福祉自動車」という。） 

②  ①によらず、セダン型等の一般車両を使用する場合にあっては、２．（２）に 

規定する要件を満たした者が乗務する自動車 

２．福祉輸送自動車に乗務する運転者等 

（１）福祉輸送自動車のうち、福祉自動車に乗務する者は、以下の①～⑤のいずれかの 

要件を満たすよう努めなければならない。 

① 社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修（以 

 下「ケア輸送サービス従事者研修」という。）を修了していること。 

② 財団法人全国福祉輸送サービス協会が実施する福祉タクシー乗務員研修を修了 

 していること。 

③ 介護福祉士の資格を有していること。 

④ 訪問介護員の資格を有していること。 

⑤ サービス介助士の資格を有していること。 

（２）福祉輸送自動車のうち、福祉自動車以外のセダン型等の一般車両に乗務する者は、 

以下の①～④のいずれかの要件を満たさなければならない。 

① ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。 

② 介護福祉士の資格を有していること。 

③ 訪問介護員の資格を有していること。 

④ 居宅介護従業者の資格を有していること。 

３．福祉限定許可の申請に対する処理方針 

福祉限定許可の申請があった場合には、「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車 

制個人タクシーを除く。）の申請に対する処理方針」（平成１３年８月２９日付け国自 

旅第７２号）の別紙１（１２）①の規定に基づき、以下の（１）～（３）については、 

それぞれに定める処理方針によるものとする。なお、以下の（１）～（３）以外の基 

準についても、地域の実情に応じて、弾力的な取扱いを行うことができることとする 

が、その際には事前に本省に相談されたい。 

（１）営業区域__ 

原則として、都道府県（北海道は運輸支局の管轄区域、沖縄県は島しょ）単位と 

する。 
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（２）最低車両数 

１両 

（３）標準処理期間 

２ヵ月 

４．許可に付す条件 

許可に当たっては、以下の条件を付すものとする。 

（１）輸送する旅客の範囲 

輸送する旅客の範囲は、以下の①～⑤に掲げる者及びその付添人に限る。 

①  身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第４条に規定する身体障害者 

手帳の交付を受けている者 

②  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１９条第１項に規定する要介護認定 

を受けている者 

③  介護保険法第１９条第２項に規定する要支援認定を受けている者 

④  上記①～③に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障 

害その他の障害を有する等単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーそ 

の他の公共交通機関を利用することが困難な者 

⑤  消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者 

による搬送サービスの提供を受ける患者 

（２）輸送に使用する事業用自動車は、以下に掲げるものに限る。 

①  道路運送法施行規則第５１条の３第１項第８号に規定する福祉自動車 

②  以下の（イ）～（ニ）のいずれかの要件を満たした者が乗務する福祉自動車以 

外のセダン型等の一般車両 

（イ）ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。 

（ロ）介護福祉士の資格を有していること。 

（ハ）訪問介護員の資格を有していること。 

（ニ）居宅介護従業者の資格を有していること。 

（３）運送の引受けを営業所において行う輸送に限る。 

（４）輸送に使用する事業用自動車には、（別記１）による表示を行うこと。 

 ５． 既に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者が新たに福祉輸送サービス 

   を行おうとする場合の取扱い 

     既に一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けている者が、新たに福祉輸送自動車 

   を配置して、福祉輸送サービスを行おうとする場合の事業計画変更の取扱いについて 

   は、別紙に掲げる増車する福祉輸送自動車を配置する位置及び増車する福祉輸送自動 

   車による福祉輸送サービスに係る営業区域の別ごとに、それぞれ別紙に定める必要な 

   手続きを行わせるものとし、３．の定めるところに準じて審査等を行うものとする。 

     なお、当該福祉輸送自動車には、（別記２）による表示を行わせるものとする。 

６．福祉輸送サービスに係る運賃及び料金の認可 

「福祉輸送サービスを行う一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金について（平 
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成１８年９月２５日付け国自旅第１７０号）」に定めるところによるものとする。 

Ⅱ．訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可 

訪問介護事業所又は居宅介護事業所（以下「訪問介護事業所等」という。）の指定を 

受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（特定旅客自動車運送事業者を含む。以下同じ。）

との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護員若しくは居宅介護従業者又

は介護福祉士（以下「訪問介護員等」という。）が、その使用権原を有する自家用自動

車を使用して要介護者等を輸送する有償運送に係る法第７８条第３号の規定に基づく

許可については、次のとおり取り扱うものとする。 

１．許可申請手続は、当該契約関係にある一般乗用旅客自動車運送事業者（以下「契約 

事業者」という。）から別紙様式１の自家用自動車有償運送許可申請書を管轄の運輸 

支局長（運輸監理部長、陸運事務所長を含む。）あて提出させることにより、一括代 

理申請させるものとする。 

２．自家用自動車有償運送許可申請書には、別紙様式１に記載する添付書類を添付させ 

るとともに、有償運送許可申請者ごとの次の（１）及び（２）の書類を添付させるも 

のとする。 

（１）法第７条各号の規定に該当しないことを示す書面（宣誓書）：別紙「様式４」 

（２）運転免許停止処分を受けていないこと等を示す書面（宣誓書）：別紙「様式５」 

３．許可基準 

上記１．の許可申請があったときは、以下の基準に適合するかどうかを審査し、適 

合する場合にあっては、公共の福祉を確保するためやむを得ないものと認めて許可す 

るものとする。 

（１）契約事業者の責任において、当該有償運送の許可を受けた自家用自動車（以下「契 

約自家用自動車」という。）について、次に掲げる輸送の安全の確保に係る措置が 

適切に行われるものであること。 

①  運行管理を行う体制が整備されていること。 

②  運行管理の指揮命令系統が明確であること。 

③  運行管理者の選任が適切であること。 

契約事業者は、事業用自動車及び契約自家用自動車の合計数が５両以上の運行 

を管理する営業所ごとに、当該合計数を４０で除して得た数（１未満の端数があ 

るときは、これを切り捨てるものとする。）に１を加算して得た数以上の運行管 

理者を選任すること。 

④  事故防止についての教育及び指導体制が整備されていること。 

⑤  事故時の処理、連絡体制及び責任体制等が整備されていること。 

⑥  車両についての整備管理体制が整備されていること。 

⑦  苦情の処理体制が整備されていること。 

（２）介護支援専門員（ケアマネージャー）が作成する介護（介護予防を含む。）サー 

ビス計画（ケアプラン）又は市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づき、資 

格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して、又は一体として行う輸 

送であること。 
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（３）訪問介護員等は、下記のいずれかの基準により、十分な能力及び経験を有してい 

ると認められること。 

①  道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）に規定する第２種運転免許を保有し、 

申請日前２年間において無事故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けていな 

いこと。 

②  道路交通法に規定する第１種運転免許を保有し、申請日前２年間において無事 

故であり、かつ、運転免許の停止処分を受けておらず、さらに、施行規則第５１ 

条の１６第１項第１号に規定する国土交通大臣が認定する講習を修了し、又は修 

了する具体的な計画があること（施行規則第５１条の１６第１項第２号に規定す 

る要件を備えている場合又は当該要件を具備する具体的な計画がある場合を 

含む。）。 

（４）契約自家用自動車は、乗車定員 11 人未満の自動車（軽自動車を含む。）であるこ 

と。 

（５）契約自家用自動車について、対人８，０００万円以上及び対物２００万円以上の 

任意保険若しくは共済（搭乗者傷害を対象に含むものに限る。）に加入しているこ 

と又は加入する具体的な計画があること。 

（６）契約自家用自動車には、（別記３）による表示を行うこと。 

（７）契約自家用自動車内には、旅客から収受する運賃及び料金を掲示すること。 

（８）訪問介護員等が法第７条（欠格事由）各号のいずれにも該当しないものであるこ 

と。 

（９）契約事業者の営業所において運送の引受けを行うものであること。 

（10）（９）の運送の引受けに当たっては、あらかじめ旅客に対して、契約事業者と要 

介護者等との運送契約であること、運送責任は契約事業者が負うこと、及び自家用 

自動車による有償運送であることを告知するものであること。 

４．許可に付す条件 

許可に当たっては、以下の条件を付すものとする。 

（１）当該有償運送は、契約事業者の指示により行われるものであること。 

（２）運賃及び料金、乗務員証並びに自動車登録番号について利用者に見やすいように 

車内に掲示又は備え置くこと。 

（３）契約事業者との契約が無効となった場合には、当該許可書を返納すること。 

（４）（１）又は（２）の条件に違反した事実が判明した場合には、許可を取り消すこ 

とがあること。 

５．許可に付す期限等 

許可に当たっては、２年間の期限を付すものとする。ただし、以下の（１）～（４） 
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に該当することとなった場合の当該期限等については、それぞれに定めるところによ 

るものとする。 

（１）契約事業者が法第３８条第１項の規定に基づきその事業の休止又は廃止の届出を 

行った場合 

当該事由が発生した日 

（２）契約事業者が法第４０条の規定に基づきその事業の許可の取消処分を受けた場合 

当該処分の日 

（３）契約事業者が訪問介護事業所等の指定を取り消された場合 

当該指定が取り消された日 

（４）契約事業者が法第４０条の規定に基づき事業の停止処分を受けた場合 

当該処分期間中は、当該処分を受けた営業所において運行を管理する契約自家用 

自動車に係る許可を無効とし、当該処分期間は、許可の期限に含まれるものとする。 

６．当該許可の取扱いにおける留意点 

（１）当該有償運送に係る運送契約関係は、あくまでも利用者と契約事業者との間で締 

結することから、運送責任は、契約事業者が負うものであること。 

（２）当該有償運送に係る対価については、利用者と契約事業者との間で運送契約が成 

立することから、契約事業者が認可を受けた運賃及び料金が適用されるものとする。 

（３）当該有償運送許可に係る区域は、契約事業者の営業区域を超えるものではないこ 

と。 

７．契約自家用自動車数の報告 

契約自家用自動車の数については、契約事業者が旅客自動車運送事業等報告規則（昭 

和３９年運輸省令第２１号）に基づき毎年５月３１日までに地方運輸局長等に報告す 

る輸送実績報告書の事業概況欄（事業用自動車数を記載する欄）に、事業用自動車の 

数に加え、当該契約自家用自動車の数を括弧書きで記入させること。 

附則 

１．本通達は、平成１８年１０月１０日以降に申請を受け付けたものから適用するものと 

する。 

２．既に２４１号通達Ⅰ．の規定に基づき、患者等輸送事業許可を受けている者は、本通 

達Ⅰ．の福祉限定許可を受けた者とみなす。この場合において、本通達Ⅰ．１.～４． 

の規定を適用するものとする。 

３．既に２４１号通達Ⅲ．の規定に基づき、有償運送の許可を受けた訪問介護事業所の訪 

問介護員等については、本通達Ⅱ．の有償運送の許可を受けたものとみなす。この場合 

においては、本通達Ⅱ．３．（２）～（８）、同Ⅱ．４．及び同Ⅱ．５．の規定を適用す 

るものとする。また、契約事業者については、本通達Ⅱ．３（１）、（９）及び（１０） 

の規定を適用するものとする。 
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４．既に２４１号通達Ⅲ．の規定に基づき、許可を受けた有償運送に係る対価については、 

当該対価が変更されるまでの間は、本通達Ⅱ．６．（２）の規定にかかわらず、なお従 

前の例によるものとする。 

５．契約事業者が運行管理者を選任する場合にあっては、本通達Ⅱ．３．（１）③の規定 

の適用については、道路運送法施行規則等の一部を改正する省令附則第１１条第２項に 

定めるところによる。 

６．本通達については、介護保険制度等の見直しを踏まえ必要に応じ見直しを行うことと 

  する。 

（別記１） 

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次のとおりとする。 

１．事業者の氏名、名称又は記号 

２．「福祉輸送車両」及び「限定」の文字 

３．１．及び２．の文字は、大きさ縦横５０ミリメートル以上の横書きとし、ステッカ 

ー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見や 

すいように表示する。 

（別記２） 

福祉輸送サービスに使用する事業用自動車の表示事項及び方法は次のとおりとする。 

１．事業者の氏名、名称又は記号 

２．「福祉輸送車両」の文字 

３．１．及び２．の文字は、大きさ縦横５０ミリメートル以上の横書きとし、ステッカ 

ー、マグネットシート又はペンキ等により、事業用自動車の側面両側に外部より見や 

すいように表示する。 

（別記３） 

 道路運送法第７８条第３号の規定に基づく有償運送の許可を受けた自家用自動車の表示 

事項及び方法は次のとおりとする。 

１．氏名、名称又は記号 

２．「有償運送車両」又は「７８条許可車両」の文字 

３．１．及び２．の文字は、大きさ縦横５０ミリメートル以上の横書きとし、ステッカ 

ー、マグネットシート又はペンキ等により、自家用自動車の側面両側に外部より見や 

すいように表示する。 
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国 自 旅 第１７１ 号 

平成１８年９月２５日 

各地方運輸局長殿 

沖縄総合事務局長殿 

自動車交通局長 

訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（特定旅客 

      自動車運送事業者を含む。)が遵守すべき運行管理業務について 

今般の道路運送法施行規則等の一部を改正する省令（平成１８年国土交通省令第８６号) 

による旅客自動車運送事業運輸規則（昭和３１年運輸省令第４４号）の改正により、旅客 

自動車運送事業者は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７８条第３号の許可を 

受けた自家用自動車についても、運行の管理を行わなければならないこととされたところ 

である。これを受け、訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（特 

定旅客自動車運送事業者を含む。）との契約に基づき訪問介護サービスを提供する訪問介 

護員等に係る当該許可に際しては、別添に示すところにより指導することとされたい。 
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  訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（特定旅客 

自動車運送事業者を含む。)が遵守すべき運行管理業務 

訪問介護事業所等の指定を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者（特定旅客自動車運送 

事業者を含む。以下同じ。)は、有償運送の許可を受けた自家用自動車の運行の管理に当 

たっては、次の点に留意し、安全運行の確保に努めてください。 

１  運転者の休憩、睡眠又は仮眠のために必要な施設を適切に管理してください。 

２  運転者の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転を 

することができないおそれがある運転者に有償運送の許可を受けた自家用自動 

車（以下「許可自動車」という。）の運転をさせないでください。 

３  許可自動車に乗務しようとする運転者に対し、対面（運用上やむを得ない場合は電話 

その他の方法）により点呼を行い、許可自動車の運行の安全を確保するために必要な指 

示を与え、運転者ごとに点呼を行った旨及び指示の内容を記録し、その記録を１年間保 

存してください。 

４  許可自動車の運転者が乗務したときは、次に掲げる事項を運転者ごとに記録させ、か 

つ、その記録を１年間保存してください。 

（１）運転者の氏名 

（２）乗務した許可自動車の自動車登録番号その他の当該許可自動車を識別できる表示 

（３）乗務の開始及び終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び乗務した距離 

（４）道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７２条第１項に規定する交通事故若し 

くは自動車事故報告規則（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条に規定する事故（６ 

（７）において「事故」という。）又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生 

した場合にあっては、その概要及び原因 

５  許可自動車の運行において事故が発生した場合には、次に掲げる事項を記録し、その 

記録を当該許可自動車の運行を管理する営業所に３年間保存してください。 

（１）乗務員の氏名 

（２）乗務した許可自動車の自動車登録番号その他の当該許可自動車を識別できる表示 

（３）事故の発生日時 

（４）事故の発生場所 

（５）事故の当事者（乗務員を除く。）の氏名 

（６）事故の概要（損害の程度を含む。） 

（７）事故の原因 

（８）再発防止対策 

６  有償運送の許可自動車の運転者ごとに、次に掲げる事項を記載した乗務員台帳を作成し、

当該運転者の属する営業所に備え置いてください。 

（１）作成番号及び作成年月日 

（２）有償運送に係る契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者（特定旅客自動車運 

送事業者を含む。）の氏名又は名称 

（３）運転者の氏名、生年月日及び住所 

（４）運転者として契約した年月日 

（５）道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項 

①運転免許証の番号及び有効期限 

②運転免許の年月日及び種類 

③運転免許に条件が付されている場合は、当該条件__  
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（６）道路交通法に規定する第２種運転免許を有していない場合は、次のいずれかの事項 

（計画がある場合を含む。） 

①道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号。以下「施行規則」という。） 

第５１条の１６第１項第１号に規定する講習の受講 

②施行規則第５１条の１６第１項第２号に規定する要件の具備 

③社団法人全国乗用自動車連合会等が実施するケア輸送サービス従事者研修の受講 

（７）事故を引き起こした場合又は道路交通法第１０８条の３４の規定による通知を受け 

た場合は、その概要 

（８）運転者の健康状態 

（９）８の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況 

７  許可自動車に運転者が乗務するときは、次に掲げる事項を記載し、かつ、当該運転者 

の写真をはり付けた乗務員証を携行させてください。 

（１）作成番号及び作成年月日 

（２）有償運送に係る契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 

（３）運転者の氏名 

（４）運転免許証の有効期限 

８  許可自動車の運転者に対して、事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指 

針（平成１３年国土交通省告示第１６７６号。以下「指導監督指針」という。）を踏ま 

え、主として運行する営業区域の状態及びこれに対処することができる運転技術並びに 

法令に定める自動車の運転に関する事項について適切な指導、監督を行ってください。 

また、指導監督指針を踏まえ、次に掲げる運転者に対して、許可自動車の運行の安全を 

確保するために遵守すべき事項について特別な指導を行い、かつ、旅客自動車運送事業 

運輸規則（昭和３１年運省令第４４号）第３８条第２項に規定する適性診断を受けさせ 

てください。 

（１）死者又は負傷者（自動車損害賠償保障法施行令（昭和３０年政令第２８６号）第５ 

条第２号、第３号又は第４号に掲げる傷害を受けた者をいう。）が生じた事故を引き 

起こした者 

（２）運転者として新たに契約した者 

（３）高齢者（６５才以上の者をいう。） 
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